
成績評価について(全学科共通) 

学則において、学内の成績評価・履修について規定しており、各科で定める授業科目の

試験(課題・レポートなど)により成績評価を行っている。 

 

学則より抜粋 

（評価・修了の認定） 

学則第 18 条 授業科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験、実習の

成果、履修状況等を総合的に勘案して行う。 

 

細則２ 試験及び成績について 

（２）試験方法 

試験は、筆記試験を原則として、口述試験及びレポート等をもって代えることができる。

ただし、教職員会においてこれに代わる方法を認めた科目については、この限りではな

い。 

（３）試験及び成績評価 

本校において施行する試験は、定期試験と教科目担当者が学期の中途において随時行う

試験がある。 

① 定期試験は、教科目修了に応じて各学期末に行う試験をいう（合格点は６０点以上） 

 

○成績評価における客観的な指標の設定 

 

成績評価における客観的な指標の算出方法として、履修科目の成績評価を点数化し、全

科目の合計点の平均を算出する(100 点満点で点数化) 

 

学業成績は、授業科目ごとに行う試験(定期試験、実技試験等)によって評価される。本

校では各授業の評価について 100 点満点を基準として、60 点以上を合格としている。

合格者の中でも、評価点数により 100～90を S、89～80を A、79～70を B、69～60 を C

として成績が通知される。 

 

 

 


